
令
和
２
年
度
決
算
の

認
定
に
係
る
附
帯
決
議

　〜
賛
成
少
数
で
否
決

　
学
校
給
食
費
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
は
、
明
確
な
規
程
が
な

く
、
各
学
校
に
任
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
来
年
４
月
か
ら
は
条
例
を
定

め
て
、
海
田
町
の
一
般
会
計
に

組
み
入
れ
、
安
定
し
た
給
食
を

提
供
し
ま
す
。
給
食
費
の
支
払

に
つ
い
て
は
保
育
料
な
ど
と
同

じ
よ
う
に
、
口
座
引
き
落
と
し
、

銀
行
の
窓
口
な
ど
で
支
払
え
ま

す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
保
護
者
の
利

便
性
の
向
上
と
学
校
の
先
生
方

の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

　
決
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付

託
し
て
審
査
を
行
っ
た
結
果
、

委
員
長
か
ら
「
認
定
す
べ
き
。」

と
の
報
告
が
な
さ
れ
、
採
決
の

結
果
、
一
般
会
計
な
ど
は
賛
成

多
数
で
、
水
道
事
業
会
計
は
全

会
一
致
で
認
定
し
ま
し
た
。

決
算
認
定

条
例
制
定･

改
正

契

　約

9
　条例の改正や補正予算などについて慎重に審議しました。ここでは主なものを紹介します。（各議
案の審議結果は 7 ページに掲載しています。）

月 定例議会を9月1日から10日まで開きました。

小
中
学
校
給
食
費
の

　
　徴
収
方
法
変
更

　
３
年
前
の
平
成
30
年
７
月
豪

雨
で
土
砂
災
害
の
あ
っ
た
一
貫

田
公
園
横
の
河
川
を
改
修
し
ま

す
。

 

契
約
先

　
江
草
興
機
株
式
会
社

 

契
約
額

　
５
９
９
５
万
円

奥
之
谷
川
河
川

　
　
　
　
　

 

改
修

　
庁
舎
建
設
の
土
壌
汚
染

対
策
費
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
保
険
料
引
き
上
げ
、

保
険
税
を
引
き
上
げ
る
国

保
税
条
例
改
正
な
ど
、
決

算
を
認
定
す
る
こ
と
は
、

町
民
に
負
担
を
重
く
す
る

こ
と
を
承
認
す
る
結
果
と

な
る
。佐

中 

十
九
昭
　
議
員

　
委
員
会
に
お
い
て
も
適

正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
た
。

小
田 

久
美
子
　
議
員

反
対
討
論

賛
成
討
論

保護者の利便性が向上します

　
中
店
地
区
の
下
水
道
未
整
備

地
区
解
消
の
た
め
、
山
陽
本
線

を
横
断
し
て
下
水
道
管
を
敷
設

す
る
協
定
を
結
び
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
遅
れ
て
い
た

こ
の
地
区
の
下
水
道
の
整
備
が

始
ま
り
ま
す
。

 

協
定
先

　
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

 

協
定
額

　
５
４
３
９
万
円

令
和
２
年
度

　
　

 

決
算
を
認
定

瀬
野
川
河
口
部

　
　
　

 

土
砂
除
却

〜
全
会
一
致
で
可
決

　
総
務
建
設
委
員
会
発
議
の
瀬

野
川
河
川
堆
積
土
砂
の
除
却
に

関
す
る
意
見
書
案
を
可
決
し
ま

し
た
。

　
平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
よ

り
、
瀬
野
川
に
大
量
の
土
砂
な

ど
が
堆
積
し
、
河
床
が
上
昇
し

た
状
況
が
、
現
在
も
続
い
て
い

る
。

　
特
に
、
河
口
部
は
、
堆
積
が

甚
だ
し
く
、
瀬
野
川
が
氾
濫
す

る
の
で
は
な
い
か
と
町
民
の
不

安
は
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。

　
広
島
県
に
お
い
て
、
早
急
に

海
田
町
域
の
瀬
野
川
河
口
部
の

堆
積
土
砂
の
除
却
を
要
望
す

る
。

　
国
の
法
律
で
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
設
置
・
管

理
者
が
総
務
大
臣
か
ら
内
閣
総

理
大
臣
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
関
係
条
例
の
文
言
改
正

し
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
管
理
者
変
更

　
現
在
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
な
ど
、
個
人
情
報
の

管
理
を
総
務
大
臣
か
ら
内

閣
総
理
大
臣
に
変
更
し
、

行
政
が
集
め
た
個
人
情
報

を
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
制

と
そ
の
権
限
を
強
化
す
る

た
め
の
改
正
で
あ
る
。

佐
中 

十
九
昭
　
議
員

反
対
討
論

　
法
に
規
定
す
る
設
置
・

管
理
主
体
が
総
務
大
臣
か

ら
内
閣
総
理
大
臣
に
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町

条
例
を
改
正
さ
れ
る
も
の

で
、
根
拠
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る
。

大
髙
下 

光
信
　
議
員

賛
成
討
論

赤色が工事箇所、青色が迂回路です

新町などの浸水対策整備をします

赤色が工事箇所です

下
水
道
新
設

内
容

　
可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、

広
島
県
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
意
見
書
は
、
海
田
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の

「
意
見
書
・
決

議
」
か
ら
も

ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

　
決
算
審
査
特
別
委
員
会
発
議

の
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
否

決
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
の

復
旧
工
事
に
つ
い
て
、
３
年
以

内
に
終
え
る
方
針
と
し
て
き
た

が
、
令
和
２
年
度
決
算
で
災
害

復
旧
関
係
の
多
額
の
費
用
が
令

和
３
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
、
こ

れ
ら
は
年
度
内
に
完
了
す
る
の

か
疑
問
で
あ
る
。
総
力
を
挙
げ

て
災
害
復
旧
工
事
に
取
り
組
む

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

内
容

西
田
祐
三
町
長
に

対
す
る
問
責
決
議

〜
賛
成
少
数
で
否
決

発

　議

　
議
員
２
名
か
ら
発
議
の
問
責
決

議
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
庁
舎
予
定
地
の
契
約
方
法

に
問
題
が
あ
り
、
ヒ
素
除
去
費
用

の
半
額
を
町
が
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
避
難
所
で
は
賞

味
期
限
切
れ
の
も
の
を
誤
っ
て
配

布
し
た
こ
と
は
大
失
態
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
２
度
の
問
責
決
議
を
可

決
し
た
が
、
丁
寧
に
説
明
す
る
と

い
い
な
が
ら
説
明
責
任
が
果
た
さ

れ
て
い
な
い
。

　
町
民
の
暮
ら
し
と
安
全
を
守

る
こ
と
が
自
身
の
責
務
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
、強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
と
責
任
感
、
決
断
力
、

説
明
責
任
を
果
た
し
、
管
理
体

制
の
再
構
築
に
取
り
組
む
よ
う

強
く
要
望
す
る
。

内
容

雨
水
整
備
工
事
の

　
　

 

契
約
の
変
更

　
新
町
・
稲
荷
町
地
区
の
浸
水

を
解
消
す
る
た
め
、
雨
水
整
備

工
事
の
変
更
契
約
を
締
結
し
ま

し
た
。
工
期
は
令
和
４
年
３
月

18
日
ま
で
で
す
。

 

契
約
先

　
有
限
会
社
長
谷
川
組

  

変
更
前
の
請
負
金
額

　
４
８
９
１
万
円

 

変
更
後
の
請
負
金
額

　
５
２
９
１
万
円

　
す
で
に
今
年
２
月
の
定

例
会
で
行
っ
て
い
る
案
件

で
あ
る
。
短
期
間
に
行
う

べ
き
で
は
な
い
。

小
田 

久
美
子
　
議
員

反
対
討
論

　
繰
越
明
許
費
に
つ
い
て

の
指
摘
と
要
望
で
あ
り
、

す
で
に
議
決
し
た
予
算
で

あ
る
。大

髙
下 

光
信
　
議
員

反
対
討
論

会議例定会議例定
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